
ショートステイあおば 

短期入所生活介護重要事項説明書 

指定介護予防短期入所生活介護重要事項説明書 

（令和６年８月１日現在） 

 

当事業所はご契約者に対して短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護サービスを提供し

ます。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明

します。 

 

 

 

 

１．事業者 

 （１） 法人名    社会福祉法人 しらかみ長寿会 

 （２） 法人所在地  秋田県能代市青葉町５－１６ 

 （３） 電話番号   ０１８５－８８－８８３５ 

 （４） 代表者氏名  理事長 柏木 喜代子 

 

２．事業所の概要 

（１） 事業所の種類  短期入所生活介護（平成２４年３月１５日指定） 

指定介護予防短期入所生活介護（平成２４年３月１５日指定） 

（２） 事業所番号   ０５７０２２０７３１ 

（３） 事業所の目的 当施設は、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）が、その有す                   

る能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう                   

に支援することを目的として、短期入所生活介護・指定介護予防短期入所

生活介護サービスを提供します。 

 （４） 事業所の名称  ショートステイあおば 

 （５） 事業所所在地  秋田県能代市青葉町５－１６ 

 （６） 電話番号    ０１８５－８８－８８３６ 

 （７） 管理者     施設長 大渕 隆 

 （８） 設  備    居室１０室（１室１３．５㎡） 浴室（一般浴槽・特殊浴槽） 

             医務静養室１室（９．７５㎡） 共同生活室１室（３５．４６㎡） 

             相談室１室 送迎車１台 

 （９） 営業日     年中無休 

 （10） サービス提供時間  ２４時間対応 

 （11） 利用定員      １０名 

 （12） 事業の実施地域   能代市・山本郡・北秋田市（鷹巣、合川地域）・西津軽郡（岩崎、深 

浦地域） 

 

３．職員の配置状況 

  当事業所では、ご利用者に対して指定介護予防短期入所生活介護サービスを提供する職員として、

以下の職種の職員を配置しています。（特別養護老人ホームと兼務） 

当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」「介護予防」

と認定された方が対象となります。 

 



<主な職員の配置状況> 職員の配置については、指定基準を遵守しております。 

  （１）管理者   １名（常勤）  

            事業の管理者。職員及び業務の管理を行います。 

  （２）医師    １名（非常勤専従） 

            ご利用者の健康状態を診断し、適切な治療又は助言を行います。 

  （３）生活相談員 １名以上（常勤専従、常勤兼務） 資格：介護支援専門員、社会福祉主事 

            ご利用に関すること日常生活上の相談を随時行います。 

  （４）介護職員  １３名以上（常勤専従、常勤兼務）  

資格：介護福祉士・ヘルパー２級・初任者研修 

            ご利用者の日常生活上の介護及び養護を行います 

（５）看護職員  ２名以上（常勤兼務１名以上機能訓練指導員兼務 

常勤兼務１名介護支援専門員兼務） 資格：看護師、准看護師 

            ご利用者の健康管理や療養上の看護及び介護を行います。 

（６）栄養士    １名（常勤専従） 資格：栄養士免許 

           献立作成、栄養管理、療養食の提供等食事業務全般、栄養指導を行います。 

（７）調理員   ４名以上（常勤専従） 

            ご利用者の食事調理を行います。 

（８）事務員   １名（常勤１名） 事務全般を行います。 

 

４．サービス内容 

 （１）介護サービス計画の立案 

          … 介護関係職員が協議して計画を立て、利用者の方又はご家族代表者の方に説明 

し同意を得ます。 

 （２）食   事 … 朝食 ８：００ 昼食 １２：００ 夕食 １７：２０ 

           以上のほか、おやつ・湯茶等のサービスがあります。 

           原則、食堂においておとりいただきます。 

 （３）入    浴 … 必要に応じて入浴していただきますが、利用者の状態に応じ、特別浴または清

拭となる場合があります。また、利用期間及び送迎の時間によっては入浴がで

きない場合もあります。 

 （４）介   護 … 利用者の状態に応じ、日常生活を送るうえで必要な下記の介護を行います。 

           着替え、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内の

移動の介助等 

 （５）機能訓練   … 必要に応じ、機能訓練を行います。 

 （６）生活相談   … 常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。 

 （７）健康管理   … 必要に応じて、医務室にて診療や健康相談サービスを受けることができます。 

 （８）特別食の提供…当施設では、通常のメニューのほかに医療上必要な場合等のために特別食をご

用意しております。詳しくは職員にお尋ねください。 

 （９）理美容サービス…当施設では理容サービスを実施しております。理容代は実費となります。 

            希望者は申し出てください。（時間、日程の調整が必要です。） 

  (10) レクリエーション…日々の活動のほか、種々の行事が行われます。行事によっては、別途参加

費がかかるものもあります。詳しくはその都度ご説明のうえ承諾をいただき

ます。 



５．利用料金 

（１）基本料金 

① 施設利用料金 

１）短期入所生活介護 

１日当たりの利用料金 １日当たりの自己負担額 長期利用者減算適用後 長期利用者減算適用後 

（ユニット型個室） （ユニット型個室） （３１日～６０日） （６１日目以降） 

要介護１ 
７，０４０

円 

（１割負担） ７０４円 ６７４円 ６７０円 

（２割負担） １．４０８円 １，３４８円 １，２８０円 

（３割負担） ２．１１２円 ２，０２２円 １，９４１円 

要介護２ 
７．７２０

円 

（１割負担） ７７２円 ７４２円 ７４０円 

（２割負担） １，５４４円 １，４８４円 １，４８０円 

（３割負担） ２，３１６円 ２，２２６円 ２，２２０円 

要介護３ 
８．４７０

円 

（１割負担） ８４７円 ８１７円 ８１５円 

（２割負担） １，６９４円 １，６３４円 １，６３０円 

（３割負担） ２，５４１円 ２，４５１円 ２，４４５円 

要介護４ 
９．１８０

円 

（１割負担） ９１８円 ８８８円 ８８６円 

（２割負担） １，８３６円 １，７７６円 １，７７２円 

（３割負担） ２，７５４円 ２，６６４円 ２，６５８円 

要介護５ 
９，８７０

円 

（１割負担） ９８７円 ９５７円 ９５５円 

（２割負担） １，９７４円 １，９１４円 １，９１０円 

（３割負担） ２，９６１円 ２，８７１円 ２，８６５円 

 

２）指定介護予防短期入所生活介護 

  
１日当たりの利用料

金 
１日当たりの自己負担額 長期利用者減算適用後 

  （ユニット型個室） （ユニット型個室） （３１日以降） 

要支援１ ５，２９０円 

（１割負担） ５２９円 ５０３円 

（２割負担） 
１．０５８

円 
１，００６円 

（３割負担） 
１．５８７

円 
１，５０９円 

要支援２ ６．５６０円 

（１割負担） ６５６円 ６２３円 

（２割負担） 
１，３１２

円 
１，２４６円 



（３割負担） 
１，９６８

円 
１，８６９円 

 

（２）個別加算（ご利用者様の状況に応じて加算する場合） 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

緊急短期入所受入加算    １日につき ９０円 １８０円 ２７０円 

若年性認知症利用者受入加算 １日につき １２０円 ２４０円 ３６０円 

送迎加算 １８４円 ３６８円 ５５２円 

  

（３）体制加算（当事業所の職員状況に応じて加算する場合） 

    １割負担 ２割負担 ３割負担 

看護体制加算（Ⅰ）      １日につき ４円 ８円 １２円 

看護体制加算（Ⅱ）      １日につき ８円 １６円 ２４円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）１日につき  ６円 １２円 １８円 

       ＊看護体制加算（Ⅰ）、（Ⅱ）：介護予防は除く 

  

（４）介護職員等処遇改善加算 

       １割負担 ２割負担 ３割負担 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 注１ 注２ 注３ 

   注１：所定単位数 × １３．６％   

   注２：「注１」で算出した２倍の額 

   注３：「注１」で算出した３倍の額 

 

 （５）住居費、食事代、冷暖房費 

    ・住居費  １日あたり ２，０６６円 

    ・食事代  １日あたり １，４４５円（朝食４０５円、昼食５７０円、夕食４７０円） 

    ・冷房費  ８０円/日（７月～９月）  暖房費  １００円/日（１２月～３月） 

    ・快適温度調整費 ３５円/日（４・5・６・１０・１１月）  

 

     ＊利用者負担段階の負担限度額 

 

 

 

 

 

（６）その他の料金 

①送迎代  ・送迎地域：能代山本郡内及び北秋田市（鷹巣、合川地域）、西津軽郡（岩崎、深

浦地域）。 

       能代山本郡及び北秋田市（鷹巣、合川地域）、西津軽郡（岩崎、深浦地域） 

以外の場合は介護保険の他に片道５００円の料金がかかります。 

②その他  ・行事参加費は別途料金がかかります。 

       ・理美容サービスは実費となります。 

・日常生活上の便宜に係る費用は実費となります。 

 住居費（日額） 食 事（日額） 

第一段階 ８８０円 ３００円 

第二段階 ８８０円 ６００円 

第三段階① 
１，３７０円 

１，０００円 

第三段階② １，３００円 



        

  

６．キャンセル料 

利用開始前にお客様の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

①入所日の前日午後５時までにご連絡

いただいた場合 

 

無料 

②入所日の前日午後５時までにご連絡

がなかった場合 

 

１日の利用料の３０％ 

 

７．利用中の中止 

利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数をもとに計算します。 

     ※以下の場合に、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

      ・利用者が中途退所を希望した場合 

      ・入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

      ・利用中に体調が悪くなった場合 

      ・他の利用者の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合 

 

８．支払方法 

１．事業者は、原則として当月利用料金の合計額を請求明細書を付して翌月１５日までに利用者 

 又はその家族に送付します。 

２．利用者は、原則として当月利用料金の合計額を翌月末日までに現金支払、銀行振込で事業者 

 に支払います。 

 ＊銀行振込の場合  銀行名  秋田銀行 能代支店 

           口座番号 普通預金 １０１０２５９ 

           口座名義 社会福祉法人しらかみ長寿会 理事長 柏木喜代子 

３．事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、原則として利用者に対し領収証を発行 

します。 

 

９．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用申込み 

居宅サービス計画の作成を依頼している介護支援専門員にご相談ください。ご利用の予約は主 

に２ヶ月前からできます。 

 

    （２）サービス利用契約の終了 

① ご利用者様の都合でサービス利用契約を終了する場合 

実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、文書でのお申し出により、いつでも解約で

きます。その後の予約は無効となります。 

 

② 自動終了 

以下の場合は双方の通知がなくても自動的に契約を終了し予約は無効となります。 

      ・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 

      ・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当（自立） 

       と認定された場合 



      ・ご利用者様がお亡くなりになった場合 

 

③ その他 

・ご利用者及びその家族代表者がサービス利用料金の支払いが合算して２ヶ月以上遅延し、 

料金を支払うよう催告したにもかかわらず、１０日以内に支払わない場合、又はご利用 

様やご家族などが当施設や当施設の従業員に対して本契約を継続しがたいほどの背信 

行為を行った場合。（ご利用様が現にサービスを利用している期間中は、２週間の予告 

期間をおきます。）なお、この場合、契約終了後の予約は無効となります。 

・やむを得ない事情により施設を閉鎖又は縮小する場合は、１ヶ月前までに文書で通知す 

 ることにより、サービス利用契約を終了させていただくことがございます。 

 

１０．当施設のサービスの特徴等 

（１）理 念   介護の仕事で人々を幸福にする。 

（２）基本方針 

     ①利用者が普段通り安全に安心して幸福に暮せる環境をつくる。 

②職員が自信と誇りを持って働き幸福に暮らせる環境をつくる。 

 （３）運営方針 

①高齢化社会が進む中で、家族的な環境のもと地域に根差した施設運営を実施します。 

  ②地域の方々と交流を深め、親しまれ、地域の中で健康で明るい暮らしが続けられるよう 

生活の場としての運営を実施します。 

③利用者一人ひとりが自分らしく生きることを楽しめるよう生活の環境づくりを実施します。 

④職員が目標を持って仕事をし、目標を持って自ら成長し、仕事に生きがい・自信・誇りを 

 持てる職場の環境作りを実施します。 

（４）サービスの利用のために 

事項 有無 備考 

男性介護職員の有無 ○  

従業員への研修の実行 ○  

各種マニュアルの作成の有無 ○  

身体的拘束の有無 原則禁止 緊急やむを得ない場合の例外三 

原則「①切迫性、②非代替性、 

③一時性」の３要件を満たした 

場合、指針により判断 

変更・追加の申込み方法 ○ 電話連絡 

その他   

（５） 施設利用にあたっての留意事項 

面  会     面会時間に決まりはありませんが、次の時間帯はご遠慮願います。 

         １１：３０～１３：００（利用者の食事準備摂取時間のため） 

         １７：００～１８：００（利用者の食事準備摂取時間のため） 

         ＊インフルエンザ、ノロウイルス、新型コロナウィルス等感染症の感染予防

対策として面会の制限を行う場合があります。 

外  出     ご家族がご一緒ならば随時可能ですが、食事を止めたり、薬の準備等があり   

ますので早めにご連絡ください。また、ご利用者の体調等により中止をお願

いすることもあります。 

設備、器具の利用 ご利用者のための設備等はご自由にお使いください。 



金銭貴重品の管理 ご利用者・家族代表者からの要望で管理をします。貴重品等は管理者の管理

になります。 

所持品の持ちこみ 施設内には、あまり所持品を管理する場所がありませんので、できる限りご   

家族代表者で管理をお願いします。 

宗教活動     施設内での活動はご遠慮願います。 

ペット      禁止とします。 

 

１１．緊急時の対応 

  サービス提供時に利用者の状態が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や利用者の 

  家族への連絡等必要な措置を講じます。当事業所では常勤の看護職員を配置しております。また、 

  看護職員により、２４時間連絡体制を確保し、健康上の管理等を行う体制を確保しています。 

 

１２．非常災害対策 

   防災時の対応 防災計画による 

防災設備   自動通報システム・スプリンクラー・煙感知器・室内消火器他 

   防災訓練   年間２回以上（訓練内容は消防暑へ提出）  

   防火管理者  大渕 隆 

 

１３．サービス内容に関する相談・苦情 

１） 当施設ご利用者相談・苦情担当 

管理者（施設長） 及び 生活相談員   電話番号 ０１８５－８８－８８３６ 

 

２） 行政機関その他の苦情受付機関 

当施設以外に、市町村の相談・苦情窓口でも受け付けています。 

・能代市長寿いきがい課  

 所在地  能代市上町１－３       電話番号 ０１８５－８９－２１５７ 

 受付時間 毎週月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

・秋田県国民健康保険団体連合会       

 所在地  秋田市山王４－２－３ 市町村会館４F 電話番号 ０１８－８８３－１５５０ 

 受付時間 毎週月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

  ３）第三者委員について 

     当施設の第三者委員は、次のとおりです。 

     ・工藤 信康 氏      ・濱屋 巧 氏 （当法人評議員） 

 

１４．協力病院 

・病院名  白坂内科胃腸科病院   医師名  院長 白坂 知之 

所在地  能代市東町１４－３       電話番号 ０１８５－５４－６６２４ 

・病院名   みなみ歯科       医師名   院長 深川 聖彦 

      所在地   能代市河戸川大須賀５２－３ 電話番号 ０１８５－５２－８１１７ 

 

 

 



 

 

 

令和   年   月   日 

 

 短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供開始にあたり、契約書および本書

面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

事業者  社会福祉法人しらかみ長寿会 

     所在地  能代市青葉町５－１６ 

     名 称  ショートステイあおば（事業所番号 ０５７０２２０７３１ ）          

説明者  説明者氏名         印 

 

 私は、本書面により、サービス提供者から短期入所生活介護施設入所について重要事項の説明を受け、

受理いたしました。 

 

    ご利用者 

  住 所                     

         氏 名                   印 

 

    ご家族代表者 

 住 所                     

         氏 名                   印 続柄（     ）                          


